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粗
大
ご
み
等
の
不
法
投
棄
は
、

環
境
美
化
委
員
や
青
梅
警
察
署

の
協
力
に
よ
り
随
時
パ
ト
ロ
ー

ル
を
行
い
、
防
止
を
呼
び
か
け

る
看
板
等
を
設
置
し
て
対
策
を

講
じ
て
い
ま
す
が
、
依
然
と
し
て

な
く
な
ら
な
い
の
が
現
状
で
す
。

不
法
投
棄
は
、
犯
罪
で
あ
り
法

律
に
よ
り
処
罰
さ
れ
ま
す
。
正

し
い
手
順
で
排
出
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ

ン
、
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
、
洗
濯

機
・
衣
類
乾
燥
機
は
家
電
リ
サ

不

法

投

棄

は

犯

罪

で

す

イ
ク
ル
法
対
象
製
品
の
た
め
、

市
で
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。
購

入
し
た
店
ま
た
は
買
い
替
え
を

す
る
店
に
引
き
取
り
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
の
場
合

は
、
処
分
業
者
（
市
内
で
は
青

梅
新
興
（
株
）
☎
74
・
４
２
８

１
）
へ
直
接
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。

※ 

リ
サ
イ
ク
ル
料
金
や
収
集
運

搬
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
　
清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
収
集
指
導
係

　
市
で
は
、
新
聞
・
雑
誌
・
雑

紙
な
ど
の
資
源
物
に
つ
い
て
、

市
で
指
定
し
た
収
集
業
者
以
外

の
持
ち
去
り
を
な
く
す
た
め
、

Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
使
っ
た
パ
ト
ロ
ー
ル

を
行
っ
て
い
ま
す
。
資
源
物
の

持
ち
去
り
は
、
条
例
違
反
と
し

新
聞
紙
・
雑
誌
等
の

持
ち
去
り
防
止
に
ご
協
力
を

て
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

　
持
ち
去
り
を
見
か
け
た
場
合

は
、
場
所
・
時
刻
等
を
清
掃
リ

サ
イ
ク
ル
課
へ
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

問 

い
合
わ
せ
　
清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
清
掃
係

年
末
の

粗
大
ご
み
処
理
は
お
早
め
に
！

　
年
末
の
粗
大
ご
み
収
集
は
大

変
混
み
合
い
ま
す
。

　
年
内
に
処
理
を
希
望
す
る
方

は
早
め
の
申
し
込
み
、
持
ち
込

み
を
お
願
い
し
ま
す
。

自

宅

回

収

申
し
込
み
専
用
電
話

☎
23
・
５
８
０
５

受 

付
日
時
　
月
〜
金
曜
日
　
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

収
集
日
　
月
〜
金
曜
日

※ 

祝
日
、
12
月
29
日
〜
平
成
30

年
１
月
３
日
を
除
く

※ 

申
し
込
み
が
混
雑
す
る
た

め
、
電
話
が
つ
な
が
り
に
く

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
へ
の

個
人
持
ち
込
み

持 

ち
込
み
で
き
る
日
時
　
月
〜

金
曜
日
、
日
曜
日
　
午
前
９

時
〜
午
後
４
時

※ 

祝
日
、
12
月
29
日
〜
30
年
１

月
３
日
を
除
く

※ 

市
内
の
住
所
が
確
認
で
き
る

も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

い

ず

れ

も

　
生
活
保
護
、
児
童
扶
養
手
当

（
母
子
家
庭
等
）、
特
別
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
粗
大
ご
み
の
処
理
手
数
料

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
は
、
申
し
込
み

の
際
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
持
ち
込
み
の
方
は
証
明
書
を

持
参
の
う
え
、
受
け
付
け
の
際

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
申
し

出
や
提
示
が
な
い
場
合
は
、
手

数
料
は
免
除
さ
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ
　
清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
清
掃
係

　
年
末
期
に
お
け
る
交
通
事

故
防
止
の
徹
底
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
12
月
７
日

ま
で
「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
交
通
安

全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

12
月
１
日
（
金
）
～
12
月
７
日
（
木
）

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

や

さ

し

さ

が　

走

る

こ

の

街　

こ

の

道

路

　
市
民
一
人
ひ
と
り
が
交
通

ル
ー
ル
の
順
守
と
正
し
い
交

通
マ
ナ
ー
を
心
が
け
、
交
通

事
故
防
止
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

運

動

の

重

点

① 
子
ど
も
と
高
齢
者
の
安
全

な
通
行
の
確
保
と
高
齢
運

転
者
の
交
通
事
故
防
止

▽ 

通
り
慣
れ
た
道
路
で
も
、

横
断
歩
道
を
渡
る
な
ど
交

通
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ

う
。
青
信
号
で
も
左
右
の

安
全
を
確
認
し
て
か
ら

横
断
し
ま
し
ょ
う
。

　
食
べ
残
し
た
り
、
使
い
切
れ

ず
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
食
品

（
食
品
ロ
ス
）
も
、
ち
ょ
っ
と

し
た
工
夫
で
、
お
い
し
く
食
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
！

　
食
品
ロ
ス
削
減
に
取
り
組
ん

で
い
る
講
師
が
お
い
し
く
食
べ

切
る
た
め
の
秘
密
の
レ
シ
ピ
を

教
え
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

日 

時
　
12
月
12
日
（
火
）　
午

前
11
時
〜
午
後
２
時

会 

場
　
新
町
市
民
セ
ン
タ
ー
料

消

費

生

活

講

座

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
！

捨
て
る
前
に
ひ
と
工
夫
、
秘
密
の
レ
シ
ピ
教
え
ま
す

理
教
室

講 

師
　
料
理
研
究
家
　
行ゆ

き
な
が長
万ま

里り

氏

定
員
　
先
着
20
人
（
予
約
制
）

費
用
　
500
円
（
材
料
代
）

持 

ち
物
　
エ
プ
ロ
ン
、三
角
巾
、

タ
オ
ル
（
食
器
用
、
手
拭
き

用
）、
筆
記
用
具

共 

催
　
東
京
都
消
費
生
活
総
合

セ
ン
タ
ー

申 

し
込
み
　
４
日
か
ら
電
話
で

市
民
安
全
課
市
民
相
談
係
へ

　
お
正
月
を
前
に
、
親
子
で
お

金
の
大
切
さ
を
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
？

　
ク
イ
ズ
や
貯
金
箱
作
り
な

ど
、
楽
し
い
内
容
で
す
。
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日 

時
　
12
月
26
日
（
火
）　
午

後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

会 

場
　
市
役
所
２
階
201
・
202
会

議
室

対 

象
　
小
学
１
〜
３
年
生
と
保

冬

休

み

子

ど

も

消

費

者

教

室

〜
は
し
ご
車
の
貯
金
箱
を
作
ろ
う
！
〜

護
者

※ 

小
学
４
〜
６
年
生
も
参
加
で

き
ま
す
。

講 

師
　
金
融
広
報
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
　
豊
田
眞
弓
氏

定
員
　
先
着
20
人
（
予
約
制
）

費
用
無
料

持
ち
物
　
筆
記
用
具

申 

し
込
み
　
４
日
か
ら
電
話
で

市
民
安
全
課
市
民
相
談
係
へ

　
西
多
摩
の
８
市
町
村
か
ら
選

ば
れ
た
小
・
中
学
生
が
、
人
権

に
関
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
作
文

を
発
表
し
ま
す
。

日 

時
　
12
月
９
日
（
土
） 

　
午

後
２
時
か
ら
（
１
時
30
分
開

場
）

会 

場
　
奥
多
摩
文
化
会
館
（
奥

多
摩
町
小
丹
波
82
）　
　

定
員
　
先
着
80
人

西
多
摩
子
ど
も
か
ら
の

人
権
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
作
文
発
表
会

入
場
無
料

主 

催
　
大
多
摩
人
権
擁
護
委
員

協
議
会
、
奥
多
摩
町

直
接
会
場
へ

問 

い
合
わ
せ
　
大
多
摩
人
権
擁

護
委
員
協
議
会
事
務
局
（
東

京
法
務
局
西
多
摩
支
局
内
）

☎
042
・
551
・
０
３
６
０

※ 

音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
流
れ
た

ら
、
４
番
を
選
択

事

業

の

主

な

内

容

　
一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯

の
方
を
対
象
に
、
中
学
３
年

生
・
高
校
３
年
生
ま
た
は
そ

れ
ら
に
準
ず
る
方（
中
学
校
・

高
校
既
卒
者
、
高
等
学
校
卒

業
程
度
認
定
試
験
合
格
者
）

の
学
習
塾
、
各
種
受
験
対
策

講
座
、
通
信
講
座
の
受
講
費

用
（
家
庭
教
師
を
除
く
）
や
、

高
校
・
大
学
等
の
受
験
料
の

貸
し
付
け
を
無
利
子
で
行
い

ま
す
。

　
な
お
、
お
子
さ
ん
が
高

校
・
大
学
等
に
入
学
し
た
場

合
は
、
手
続
き
を
す
る
こ
と

で
返
済
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

申
請
期
限
　
平
成
30
年
２
月

９
日
（
金
）

貸

付

資

金

の

内

容

▽
学
習
塾
等
受
講
料
貸
付
金

対
象
　
中
学
３
年
生
・
高
校

３
年
生
ま
た
は
そ
れ
ら

に
準
ず
る
方

貸
付
限
度
額
　
20
万
円

貸
付
範
囲
　
対
象
と
な
る
学

習
塾
等
の
費
用
（
29
年
４

月
分
か
ら
の
費
用
が
対

象
）

※
学
習
塾
等
に
関
し
て
は
要

件
あ
り

▽

受

験

料

貸

付

金

（

高

校

受

験

料

）

対
象
　
中
学
３
年
生
ま
た
は

そ
れ
に
準
ず
る
方

貸
付
限
度
額
　
２
万
７
千
400

円
※
１
人
の
子
ど
も
に
対
し
て

１
度
限
り

貸
付
範
囲
　
対
象
と
な
る
高

等
学
校
等
の
受
験
料

※
４
回
（
校
）
分
の
受
験
料

ま
で
貸
し
付
け
可

※
１
回
当
た
り
の
受
験
料
は

２
万
３
千
円
ま
で

▽

受

験

料

貸

付

金

（

大

学

受

験

料

）

対
象
　
高
校
３
年
生
ま
た
は

そ
れ
に
準
ず
る
方

貸
付
限
度
額
　
８
万
円

※
１
人
の
子
ど
も
に
対
し
て

１
度
限
り

貸
付
範
囲
　
対
象
と
な
る
大

学
等
の
受
験
料

貸
付
対
象
と
な
る
学
校

　
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る

高
等
学
校
、特
別
支
援
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
大
学
、
短

期
大
学
、
専
修
学
校
、
各
種

学
校

※
中
学
３
年
生
の
場
合
は
、

専
修
学
校
、
各
種
学
校
は

貸
付
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。（
一
部
例
外
あ
り
）

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

　
次
の
①
〜
⑦
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
方

①
世
帯
の
生
計
中
心
者
（
20

歳
以
上
）
で
あ
る
こ
と

②
父
母
等
養
育
者
の
総
収
入

ま
た
は
総
所
得
を
合
算
し

た
金
額
が
一
定
基
準
以
下

で
あ
る
こ
と
（
下
表
）

※
事
業
所
得
等
が
あ
る
場
合

は
総
所
得
で
確
認
し
ま
す
。

③
世
帯
員
の
預
貯
金
等
資
産

の
保
有
額
が
600
万
円
以

下
で
あ
る
こ
と

④
土
地
、
建
物
を
所
有
し
て

い
な
い
こ
と
（
現
在
住
ん

で
い
る
場
所
の
土
地
、
建

物
を
除
く
。
不
動
産
所
得

が
あ
る
場
合
は
、
対
象
に

な
ら
な
い
場
合
あ
り
） 

⑤
都
内
に
引
き
続
き
１
年
以

上
在
住
（
住
民
登
録
）
し

て
い
る
こ
と

⑥
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
世

帯
主
ま
た
は
構
成
員
で

な
い
こ
と

⑦
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な

行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

法
律
第
２
条
第
６
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
が
属
す

る
世
帯
の
構
成
員
で
な
い

こ
と

　
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
し
込
み
　
直
接
福
祉
総
務

課
庶
務
係
（
市
役
所
６

階
）
へ

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付
事
業

世帯人数 ２人 ３人 ４人

一般世帯 ２７１万７千円以下 ３３４万３千円以下 ３８６万４千円以下

ひとり親世帯 ３０１万８千円以下 ３７８万８千円以下 ４４１万５千円以下

総収入の基準額（給与収入の場合）

※世帯人数とは、父母等養育者および１８歳未満（就労中の場合は除く）または就学中（浪人生を
含む）の子どもの人数を指します。

※賃貸物件にお住まいの場合は、年額上限８４万円（月額上限７万円）を限度に、家賃支払額を総
収入額から減額できる場合があります。

▽ 

高
齢
運
転
者
は
、
視
力
や

聴
力
、
反
応
速
度
等
の
身

体
機
能
の
変
化
を
自
覚

し
、
無
理
を
せ
ず
、
安
全

運
転
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

② 

自
転
車
の
交
通
事
故
防
止

▽ 

自
転
車
に
乗
る
時
は
、

ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守

り
、
携
帯
電
話
の
使
用
や

傘
差
し
運
転
な
ど
、
危

険
・
迷
惑
な
走
行
は
絶
対

に
や
め
ま
し
ょ
う
。

③
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

▽ 

二
輪
車
の
性
能
や
自
己
の

運
転
技
能
を
過
信
す
る
こ

と
な
く
、
カ
ー
ブ
の
手
前

で
は
十
分
に
速
度
を
落
と

す
な
ど
、
安
全
運
転
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

④
飲
酒
運
転
の
根
絶

▽ 

飲
酒
運
転
は
、
悪
質
な
犯

罪
で
す
。「
飲
ん
だ
ら
乗

ら
な
い
・
乗
る
な
ら
飲
ま

な
い
」
を
絶
対
に
守
り
ま

し
ょ
う
。

⑤
違
法
駐
車
対
策
の
推
進

▽ 

違
法
駐
車
は
、
渋
滞
や
交

通
事
故
を
引
き
起
こ
す
原

因
に
な
り
ま
す
。
絶
対
に

や
め
ま
し
ょ
う
。

問 

い
合
わ
せ
　
青
梅
警
察
署

☎
22
・
０
１
１
０
、
市
市

民
安
全
課
市
民
安
全
係


